
別紙３

北海道民有林公共測量作業規程(抜粋）

附録７

数値地形図データファイル仕様
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第１章 総 則

第１節 総 則 

（ファイル仕様のバージョン）

第８２条 本規約に基づく数値地形図データファイルのバージョンは、１とする。

２ ファイル内のいずれかの空き領域を利用した場合には、空き領域区分に空き領域の使用を示す任意の数値を記

述するものとする。

（座標軸と原点） 

第８３条 数値地形図データファイルの座標軸は測量座標系とし、原点は図郭左下とする。
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平面直角座標系の原点（Ｘ0， Ｙ0）

２ 写真地図データファイルの座標軸は画像座標系とし、原点座標は図郭左上画素中央とする。

３ 写真地図データファイルの位置情報ファイルの座標軸は数学座標系とし、原点座標は平面直角座標系の原点と

同一とする。

（図郭割り） 

第８４条 図郭割りは、原則として座標軸に平行な矩形に分割する。

２ 図郭割りとデータを格納するファイル単位は、一致させるものとする。

３ 図郭座標は、その四隅座標を全て記録するものとする。

４ 図郭割りの分割法は、次の各号に従うものとする。

一 区画名は、各座標系のＹ軸及びＸ軸を基準とし、南北300km、東西 160km を含む区域を 30km×40km の

長方形に分割して区画を定め、下図によりアルファベット大文字の組合せで表示する。

数値地形図データファイルの

座標系（相対地）



23

(+300km) Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ (+300km) 

Ａ ＡＡ ＡＢ ＡＣ ＡＤ ＡＥ ＡＦ ＡＧ ＡＨ 

Ｂ ＢＡ ＢＢ ＢＣ ＢＤ ＢＥ ＢＦ ＢＧ ＢＨ 

Ｃ ＣＡ ＣＢ ＣＣ ＣＤ ＣＥ ＣＦ ＣＧ ＣＨ 

Ｄ ＤＡ ＤＢ ＤＣ ＤＤ ＤＥ ＤＦ ＤＧ ＤＨ 

Ｅ ＥＡ ＥＢ ＥＣ ＥＤ ＥＥ ＥＦ ＥＧ ＥＨ 300km 

Ｆ ＦＡ ＦＢ ＦＣ ＦＤ ＦＥ ＦＦ ＦＧ ＦＨ 

Ｇ ＧＡ ＧＢ ＧＣ ＧＤ ＧＥ ＧＦ ＧＧ ＧＨ 

Ｈ ＨＡ ＨＢ ＨＣ ＨＤ ＨＥ ＨＦ ＨＧ ＨＨ 

Ｉ ＩＡ ＩＢ ＩＣ ＩＤ ＩＥ ＩＦ ＩＧ ＩＨ 

Ｊ ＪＡ ＪＢ ＪＣ ＪＤ ＪＥ ＪＦ ＪＧ ＪＨ 

Ｋ ＫＡ ＫＢ ＫＣ ＫＤ ＫＥ ＫＦ ＫＧ ＫＨ 

Ｌ ＬＡ ＬＢ ＬＣ ＬＤ ＬＥ ＬＦ ＬＧ ＬＨ 

Ｍ ＭＡ ＭＢ ＭＣ ＭＤ ＭＥ ＭＦ ＭＧ ＭＨ 

Ｎ ＮＡ ＮＢ ＮＣ ＮＤ ＮＥ ＮＦ ＮＧ ＮＨ 

Ｏ ＯＡ ＯＢ ＯＣ ＯＤ ＯＥ ＯＦ ＯＧ ＯＨ 

Ｐ ＰＡ ＰＢ ＰＣ ＰＤ ＰＥ ＰＦ ＰＧ ＰＨ 

Ｑ ＱＡ ＱＢ ＱＣ ＱＤ ＱＥ ＱＦ ＱＧ ＱＨ 

Ｒ ＲＡ ＲＢ ＲＣ ＲＤ ＲＥ ＲＦ ＲＧ ＲＨ 

Ｓ ＳＡ ＳＢ ＳＣ ＳＤ ＳＥ ＳＦ ＳＧ ＳＨ 

Ｔ ＴＡ ＴＢ ＴＣ ＴＤ ＴＥ ＴＦ ＴＧ ＴＨ 30km 

(-300km) 40km (-300km) 

160km 
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二 地図情報レベル5000にあっては座標系内の１区画を100等分し、下図によりアラビア数字で表示する。 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30km 

5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

40km 

三 地図情報レベル2500にあっては、地図情報レベル5000の図郭に相当する区画を各辺で２等分して得られる

４個の区画に北西側、北東側、南西側、南東側の順に１～４のアラビア数字で区画番号を定め、地図情報レベ

ル5000の図郭番号に追加する。

四 地図情報レベル1000にあっては、地図情報レベル5000の図郭に相当する区画を各辺で５等分して得られる

２５個の区画を次の図例に従って区画番号を定め、地図情報レベル5000の図郭番号に追加する。 

A B C D E 

0 0A 0B 0C 0D 0E 

1 1A 1B 1C 1D 1E 

2 2A 2B 2C 2D 2E 

3 3A 3B 3C 3D 3E 

4 4A 4B 4C 4D 4E 

１ ２

３ ４
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五 地図情報レベル500にあっては、地図情報レベル5000の図郭に相当する区画を各辺で１０等分して得られる

100個の区画を次の図例に従って区画番号を定め、地図情報レベル5000の図郭番号に追加する。 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

５ 路線等に沿ったデータ整備の場合は、次の各号による。 

一 データ領域を座標軸に平行な矩形で覆うことを原則とするが、座標値が格納できる範囲でデータ領域を満た

す斜めの矩形でもよいものとする。 

二 図郭識別番号は、任意の番号でもよいものとする。 

三 斜めの矩形で図郭割りを行う場合には、ｍ単位未満の図郭座標を設定してもよいものとする。 

四 斜めの矩形で図郭割りを行う場合の図郭座標は、数値地形図原図の左下を左下図郭座標、右上を右上図郭座

標とするものとする。 

座標軸に平行な矩形で覆う場合 斜めの矩形で覆う場合

（ファイルの命名則）

第８５条 ファイル名は、図郭割り番号を準用する。 

例．地図情報レベル500････････09LD0000～99 

地図情報レベル1000･･･････09LD000A～4E 

地図情報レベル2500･･･････09LD001～4 

地図情報レベル5000･･･････09LD00～99 

２ ファイルの拡張子は、次の各号による。 

一 インデックスファイルは、数値地形図データインデックスとする。 

二 データファイルは、数値地形図データとする。 

（データファイルの更新） 

第８６条 データファイルを更新する場合、消去されたデータはデータファイルから取り除くものとする。ただ
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し、消去されたデータの履歴が必要な場合は、消去年月を記録して残すものとする。

２ 更新されたデータファイル内の要素識別番号は、１から付番するものとする。

（世界測地系への座標変換） 

第８７条 日本測地系から世界測地系への座標変換する場合は、図郭割りも世界測地系に従うものとする。

２ ただし、１回を限度として日本測地系の図郭割りを採用することができる。この場合は、変換後の図郭四隅座

標をmm単位で図郭座標として記録するものとする。

（必須項目と選択項目） 

第８８条 ファイル仕様の各項目は、必須項目と選択項目に分類する。

２ 選択項目の使用は、受発注者間の協議による。

第２章 数値地形図データファイル仕様 

第１節 通 則 

（座標値の単位） 

第８９条 水平座標値(X, Y)の単位は、次の各号に従うものとする。ただし、図郭座標は地図情報レベルに関係

なくｍ単位とする。 

一 地図情報レベル500及び1000では、mm単位とする。 

二 地図情報レベル2500及び5000では、cm単位とする。 

三 地図情報レベル10000では、ｍ単位とする。 

２ 標高値（Z）の単位は、次の各号に従うものとする。 

一 属性数値に標高値(Z)を与える場合は、mm単位とする。 

二 属性数値以外の標高値（Z）の単位は、水平座標値（X,Y）に準ずる。 

（図郭座標の端数） 

第９０条 図郭座標端数の符号は、図郭座標の符号と同一とする。

例えば、”-1234.56”は、図郭座標カラムには”-1234”を、図郭座標端数カラムには”-56”を記述する。 
（角 度） 

第９１条 角度の単位は、度単位とする。

（点データの記述） 

第９２条 点データは、要素レコードのみを使用して格納するものとし、レコード数、データ数には０を与える。 

２ 点データが標高値を保持している場合は、属性数値にmm単位で格納するものとする。 

３ 点データは、特別な理由がないかぎり、方向データに変更してはならない。 

（等高線データの記述） 

第９３条 等高線データは、要素レコードと２次元座標レコードを使用して格納するものとする。 

２ 等高線標高は、要素レコードの属性数値にmm単位で格納するものとする。 

（属性数値） 

第９４条 属性数値は、mm 単位で格納するものとする。 
２ 有効桁数以下の数値は、０を与えるものとする。

３ データが属性数値を持たない場合は、空白とする。

（ファイルの座標次元）

第９５条 ファイルの座標次元は、３次元を標準とする。 

２ ３次元で取得されたデータであっても、標高が同一な場合には、Z値を要素レコードの属性数値に格納し、２

次元座標とする。 

３ ２次元で取得あるいは数値編集時に標高値を破棄したデータも、同一のファイルに２次元要素として格納する。 
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